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第2回
奉仕作業

登校班の編成
 次期正副リーダー
通学区会長選出

 振り返り

「子ども110番の
　 家」お礼と依頼次年度役員選考会

  (会長、母代副会長)

新６年生次年度
役員選考会

  (会長、母代副会長)

(司会４年）

新５年生次年度
役員選考会
　(副会長)
（司会５年）

第２回運営委員会 第２回運営委員会 第２回運営委員会 第２回運営委員会

奉仕作業後実施 奉仕作業後実施 奉仕作業後実施 奉仕作業後実施

授業参観・懇談会

次年度役員選考会
　(副会長)

 リサイクル
 奉仕作業協

→中止
（第２回に統合）

入学式

授業参観・懇談会

ＰＴＡ総会 授業参観・懇談会

子どもを守る文化会議

 第1回リサイクル・
 奉仕作業
→中止
（第２回に統合）

（副会長（母親代表））

令和７年度事業報告

月 本部
専　門　部

通学区役員
学年部 生活安全部 環境部

 「子ども110番の
 　 家」お礼と依頼

→10月に実施

紙面実施 紙面実施（部長） 紙面実施（部長）

交通安全街頭指導

第１回運営委員会 第１回運営委員会 第１回運営委員会 第１回運営委員会

紙面実施（部長）

家庭教育学級運営
（1年学年委員）

通年

愛の一声運動依頼

運動会　協力

地区P連講演会

(会長・副会長（母親代表））

 コンテナで回収

 リサイクル月間

 12/1～17

授業参観・懇談会

引継ぎ 新組織決め・引継ぎ  新組織決め・引継ぎ  新組織決め・引継ぎ

 紙面実施  振り返り  振り返り

 紙面実施 ※拡大運営委員会で確認済  紙面実施  紙面実施

 振り返り

卒業式

Ｒ7会長・副会長参加

※拡大運営委員会で確認済 学年部委員立候補 ※拡大運営委員会で確認済 ※拡大運営委員会で確認済

14:40～

全学年かがやききらり

 14:40～  14:40～

会計監査

学年会計監査

学年部委員選挙
    （事務局）

選出者に連絡

Ｒ７・Ｒ８役員 紙面実施  R６部長・R７役員  R６部長・R７役員

紙面実施 紙面実施（部長） 紙面実施（部長） 紙面実施（部長）

第３回運営委員会 第３回運営委員会 第３回運営委員会 第３回運営委員会

第３回運営委員会（拡大）  第３回運営委員会（拡大）  第３回運営委員会（拡大）

第１号議案
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第３号議案 ２            各部の仕事一覧 
部 仕事内容(令和 5 年度) 令和 6 年度     令和７年度       令和８年度 

 

 

本

部 

① 運営委員会(紙面開催) 

② 外部の会合出席 

③ リサイクル(会長あいさつ) 

④ 次年度役員選考会立ち会い 

(会長あいさつ) 

⑤ 行事来賓 

R5 年度からの変更 

〇「あいさつ標語」の選

考を追加 

R5 からの変更 

①あいさつ標語募集な  

 し 

②リサイクル中止 

→リサイクル活動終了 

① 運営委員会(紙面開催) 

② 外部の会合出席 

③ 次年度役員選考会立ち会い 

(会長あいさつ) 

④ 行事来賓 

環

境

部 

① リサイクル年１回。 

 5 月回収作業、12 月コンテナで回収 

② 親子奉仕作業は、5 月と 9 月 

 ①リサイクル中止 

②奉仕作業は保護者の 

 み 

廃止 

生

活

部 

① 愛の一声運動（商店まわり） 

② 「あいさつ標語」の選考(６年) 

 ① 愛の一声運動 

（商店まわり） 

廃止 

 

 

学

年

部 

① 家庭教育学級運営（1 年） 

② 保健総会（副部長）、 

子どもを守る文化会議（3 年）、 

  地区Ｐ連講演会（2 年）の参加。 

③ 次年度役員選考会の進行。（4 年、5 年のみ） 

④ 次年度学年委員への決定連絡（１～５年） 

⑤ 懇談会の司会  

⑥ 学年会計監査 

⑦ 振り返りのまとめ（部長） 

  １年…家庭教育学級運営 

２年…地区Ｐ連講演会の参加 

３年…PTA 会計監査 

４年…PTA 副会長（会長候補）選出 

５年…PTA 会長・副会長選出 

６年…必要に応じて依頼 

 1 年～5 年…次年度学年委員への決定連絡 

全学年…学年会計監査 

通

学

区 

① 登校班の編成用紙を提出。（1 月） 

② 「こども 110 番の家」の依頼。（4 月） 

③ 交通安全リーダーと語る会に参加。（６月） 

 
 

 

①子ども 110 番の依頼

家を 10 月に変更 

① 「こども 110 番の家」の依頼。 

（10 月） 

② 次年度の地区役員選出（１１月） 

③ 登校班編制用紙を提出（１月） 
Ｒ８年度の PTA 組織改編について 

〇地区から役員を選出していたが、地区によっては家庭数が少なく役員の頻度に偏りが大きい。 

〇あいさつ標語は廃止で生活安全部の仕事がなくなった。 

〇奉仕作業・リサイクル活動が廃止になり、安全部の仕事がなくなった。 

〇子どもを守る文化会議は縮小して各年実施・保健総会への出席なし・懇談会の司会なし。 

〇部は、本部と学年部のみにする。 

〇本部・学年部の仕事を精選する。 

〇地区の通学区担当は、紙面での依頼と報告の

みで、会合はなし。 
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第４号議案 １  

令和８年度ＰＴＡ活動（案） 

 

１ 目 的 

 (1) 児童の健全な育成を図るために、親と教員が協力して教育の振興に努める。 

 (2) 校外における生活指導と地域における教育環境の改善・充実を図る。 

 

２ 活動の重点 

 

 (1) 基本的生活習慣をつけよう…懇談会で話題にする。 

 (2) 地域・学校の環境整備に努めたり、会員相互の親睦を深めたりしよう 

 

 

３ 具体的な取組 

(1) 基本的生活習慣をつけよう 

   ① 各家庭で約束を決める。（早寝・早起き・朝ご飯・お手伝い） 

  ② だいじあいさつをしよう。（保護者自ら） 

     「○だれにでも ○いつでも ○じ自分から」 

③ 家庭学習の習慣を付けるため「横小スタンダード」「よこしょう・伸 

びる子チェック」を親子で実践する。 等 

 

(2) 地域・学校の環境整備に努めたり、会員相互の親睦を深めたりしよう。 

① ＰＴＡ活動に協力をする。 

    ② 学級懇談会へ参加し、内容の充実を図る。 

   ③ 学校行事・地域の行事へ参加し協力する。 等 
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学年会計監査・会計監査

PTA通学区役員選出
※地区の子ども会役員も報告

交通安全街頭指導

１年・２年・４年・５年・６年学年委員

  ・会長
　・副会長（新６年　家庭教育代表）
　・副会長（新５年　給食担当）

  ・会長
　・副会長（新６年　家庭教育代表）
　・副会長（新５年　給食担当）
　※新５年は、子ども会役員選出有

「子ども110番の家」
お礼と依頼

　※ 依頼・回収・開票→事務局
　※伝達・確認→学年委員

家庭教育学級運営
（1年学年委員）

※通年

登校班の編成
 次期正副リーダー
通学区会長選出

１年～５年学年委員
　　　次年度学年部委員選挙

　次年度役員選考会
５年・４年学年

　　　　　委員次年度役員選考会

（副会長→家庭教育代表）

紙面実施

※R8年度は無し。次回R9年度

県PTA研究浜松大会（アクトシティ）

新旧役員 懇談会で伝達

紙面実施

第３回運営委員会

引継ぎ・感謝状授与 １年～５年学年委員　新年度役員紹介

学年部委員立候補

運動会

２年学年委員　地区P連講演会

紙面実施

第１回運営委員会

３年学年委員

卒業式

Ｒ８会長・副会長参加

学年会計監査

令和８年度事業計画（案）

月 本部 通学区役員学年部

第２回運営委員会

入学式

ＰＴＡ総会

子どもを守る文化会議（R8はなし）

第４号議案 ２
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第５号議案  
 

菊川市立横地小学校ＰＴＡ規約（案） 
 
第１条（名称） 
  本会は、横地小学校ＰＴＡと称する。事務局を横地小とする。 
第２条（目的） 
  本会は、学校・家庭・社会の協力を通して民主的な教育を発展させると共に会員相互の   
連携を深めることを目的とする。 
第３条（活動） 
  １ 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。 
  （１）会員の教養の向上を図る。 
  （２）教育に関する研修並びに調査を行う。 
  （３）補助的な学校施設並びに教材の準備を援助する。 
  （４）子どもの福祉に関する事業に協力する。 
  （５）第２条の目的の達成のために必要な活動をする。 
  ２ 本会は、学校行政上の活動を指示したり、その方針を統制したりしてはならない。
第４条（会員） 
  本会の会員は、次の各項に該当するものとする。 
  １ 横地小の児童の保護者 
  ２ 横地小に勤務する学校職員  
  ３ 学区内に居住し本会の目的に賛同し会長の推薦する者 
第５条（会費） 
  本会の経費は、会費・事業収益及び自発的な寄付金その他をもってこれにあてる。 
  １ 会費の月額は総会の承認を得なければならない。 
  ２ 会費は、6 月に徴収する。 
  ３ 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 
第６条（役員） 
  本会に次の役員をおく。 
  １ 会 長     １名 総会において、内規に基づいて選出した候補者について決定す  

る。 
  ２ 副会長     ２名  
  ３ 書 記     １名 （学校職員より）会長が委嘱する。 
  ４ 会 計     ２名   （学校職員・会員各１名）会長が委嘱する。 
  ５   監 事     ２名   会長が指名し、総会において承認を得る。 
                       第７条（役員の任務） 
  １ 会長は、会の活動を統括、掌握し、会を代表する。 
  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代理する。 
  ３ 監事は、本会の経理を監査し、総会において報告する。 
  ４ 書記は、本会の記録をし、会合の通知を発送する。 
  ５ 会計は、本会の収支を正確に記録し、総会に会計報告書を提出する。 
第８条（委員及び通学区役員） 
  各通学区より１２月初旬までに、1 名の通学区役員を選出する。 
  学年部委員は、立候補制を優先とする。 
 ・立候補者が３名以上の場合は、立候補者を対象とした学年の保護者全員による投票を     

行い、上位２名の者がなる。 立候補者同士で話し合って決める。 
 ・立候補者がいない場合、各学年の保護者全員で投票を行い、上位２名の者がなる。 
 ・学年部委員の決定は、６年生→５年生→４年生…と、高学年から実施していく。 
第９条（任期） 
  役員及び委員の任期は、１年とする。但し再選を妨げない。 
第１０条（議決） 
  出席すべき会員の半数以上をもって議決定数とする。議決は出席者の２分の１以上の賛   

成を得なければならない。 
第１１条（集会の種類） 
  通常総会 臨時総会   運営委員会 とし、評決は紙面を主とする。  
  
 
第１２条（総会） 
  １ 通常総会は、年１回開催する。 
  ２ 臨時総会は、必要ある場合開く。 
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第１３条（委員会） 
  委員会は委員及び学校職員により構成し、必要に応じ開催し、第３条を推進する。特別     

緊急を要する案件に限り総会を代行することができる。 
第１４条（運営委員会） 
  １ 運営委員会は、正・副会長、校長・教頭・教務主任及び書記によって構成される。 
 ２ 拡大運営委員会は、当年度正・副会長、校長・教頭・教務主任及び、次年度正・

副会長よって構成される。 
  ３ 運営委員会の任務は、次の通りとする。 
  （１）総会または委員会により提出された事項の処理 
  （２）総会に提出する報告書・議案書の作成 
  （３）役員の欠員が生じた場合の補充 
       （会長が欠けた場合に限り副会長が昇任する。） 
  （４）運営委員会は必要に応じて随時開く。 
第１５条（規約の改廃）  
  規約の改廃は、総会の承認を得るものとする。 
  本規約は、昭和３１年４月１４日より実施する。 
          （昭和４４年４月 一部改正） 
          （昭和４７年４月 同上  ） 
          （昭和５１年４月 同上  ） 
          （昭和５３年４月 同上  ） 
          （昭和５４年４月 同上  ） 
          （昭和５７年４月 同上  ） 
          （昭和５９年４月 同上  ） 
          （昭和６２年４月 同上  ） 
          （平成   ３年４月 同上  ） 
          （平成   ５年４月 同上  ） 
          （平成   ６年４月 同上  ） 
          （平成   ７年４月 同上  ） 
          （平成   ８年４月 同上  ） 
          （平成   ９年４月 同上  ） 
          （平成１７年４月 同上  ） 
     （平成２２年８月 同上  ） 
         （平成２７年４月 同上  ） 
          （平成２８年４月 同上  ） 
     （平成２９年４月 同上  ） 
     （令和 ３年４月 同上  ） 
     （令和 ４年４月 同上  ）  

（令和 ５年４月 同上  ） 
     （令和 ６年４月 同上  ）  

（令和 ８年４月 同上  ）提案  
内  規 （平成３１年４月 一部改正） 
          （令和 ５年４月 同上）  

（令和 ８年４月 一部改正）提案  
旅費等規定（平成２７年４月 一部改正）  
     （令和 ８年４月 一部改正）提案  
慶弔規程 （令和 ４年４月 一部改正）  

（令和 ８年４月 一部改正）提案  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｚ  
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  菊川市立横地小学校ＰＴＡ内規 

 

『役員の選出方法』  
【全体】 

１ １０月の懇談会終了後、現５年生・現４年生の保護者が全員集まる。 

２ 現運営委員が開票委員となる。  
３ 次年度の中学校・幼稚園・保育園・こども園の会長、ＰＴＡ会長経験者・こども園の  

会長経験者は選考から除く。その他の選考免除については会の中で自己申告してもら  

い、参加者全員の投票を行い、過半数の承認をもって、免除の対象とする。 

※いずれも欠席者は出席者に委任したこととする。 

  ※開票委員として同席したものはオブザーバーとしての立場をとる。 

 

【新６年】  
１ 現４年生・現５年生の学年委員が司会を行う。 

２ 開票委員の進行によって最初に新６年生を対象とした投票を行う。  
３ 司会者は立候補の有無を確認する。 

４ 開票委員の進行によって最初に新６年生を対象とした投票を行う。  
５ 新６年生の選出の進行は、現４年生の学年委員が行う。 

６ 投票対象者は新６年生の保護者全員とする。  
７ 最初に、会長の選出を行う。  
８ ５年生の副会長は、原則として次年度の会長を行う。 

  但し、やむ得ない事情により継続が困難な場合は、該当学年保護者による記名による 

投票を行い、２／３の承認をもって認められる。 

９   会長の動向決定後、全員で投票する。  
10 その場で開票委員が開票し、上位３名を選出する。 

11 選ばれた３名の中から投票を行い、最高得票者が会長、副会長として選出される。 

※同票の場合は、再度決選投票を行う。 

12 会長、副会長の選出に当たっては、当学年の保護者全員の責任において行う。（但し、

会長の選出に当たっては、現副会長の承諾及び当学年保護者の大多数の賛同のもと

に、上記の手続きをふむことなく選出する方法もある。）  
13 新６年生の保護者は、選出が終わったら解散する。 

【新５年】 

１ 新５年生の保護者を対象とした投票を行う。 

２ 現５年生の学年委員が司会を行う。 

３  司会者は立候補の有無を確認する。 

４ 開票委員の進行によって投票を行う。 

５ 投票対象者は新５年生の保護者全員とする。 

６   全員で投票後、その場で開票委員が開票し、上位３名を選出する。 

７ 選ばれた３名の中から投票を行い、最高得票者が副会長として選出される。 

  ※同票の場合は、再度決選投票を行う。 

８ ５年生の副会長は、原則として次年度の会長を行う。 

  但し、やむ得ない事情により継続が困難な場合は、該当学年保護者による記名による

投票を行い、２／３の承認をもって認められる。 

  上記の結果を受け、次の候補の投票を行う。 

９ 次年度の中学校・幼稚園・保育園・こども園の会長、ＰＴＡ会長経験者・こども園の 

会長経験者は選考から除く。その他の選考免除は、会の中での自己申告について参加 

者全員の投票を行い過半数の承認をもって、承認されることとする。 

 
 
 

横地小学校ＰＴＡ慶弔規定  
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  １ 弔事 

            児童                   ５，０００円 

      会員本人（児童の父母）    ３，０００円 

職員            １０，０００円 

            ※  会葬参列者は  、その都度協議する。  
職員弔事の場合は、PTA 代表者が悔やみと会葬に参列する。 

 

  ２ 火災・風水害等 

            ※その都度協議する。 

 

 ３ 引継ぎ会でＰＴＡ本部役員へ感謝状とギフトカードを贈る。 

会長 副会長（６年生保護者）   
 

 ４ 付記 

            ※その他の規定以外の場合で必要と認める場合は、その都度協議する。 

 

 

 

 

 

横地小学校ＰＴＡ旅費等規定  
 
 １ ＰＴＡ会員がＰＴＡに関する事業に参加する場合には次のように旅費を支払う。 

 

      菊川市内で行われる事業の場合には   ３００円 

 

      菊川市外で行われる事業の場合には   ５００円 

 

      県ＰＴＡ大会参加の場合には    １，０００円 

 

 

２ 奉仕作業でＰＴＡ会員が環境部からの依頼でトラックを出した場合は、１台につき   

５００円支払う。 

 

 

２ 学校の教育活動（参観会・懇談会）充実のために、学校が指定した団体に託児を依頼  
した場合には、託児依頼保護者から一定額の代金（児童１人あたり５００円）は徴収  
するが、ＰＴＡ会計からも負担する。 

 ※依頼していた団体が、令和５年度をもって活動終了 
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